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お　知　ら　せ

　住宅借入金等特別控除は所得税にのみある制度でしたが、税源移譲により所得税が減少した結果、控除
限度額が所得税額を超えてしまい、控除しきれなくなる場合があります。所得税の税額が下がったことに

より所得税から控除されなくなった住宅借入金等特別控除を市県民税で控除することができます。

　対 象 者

　平成１１年から平成１８年末までに入居した方で、税源移譲により住宅借入金等特別控除限度額が所得税

より大きくなり控除しきれない額が発生した方。

　申告方法
○確定申告をする方の場合

　確定申告時に「住宅借入金等特別税額控除申告書（確定申告書を提出する納税者用）※１」を毎年３月

１５日（平成２１年は２月１６日～３月１６日）までに提出してください。

○確定申告をしない方の場合の申告方法（給与所得者で年末調整をする方）

　「住宅借入金等特別税額控除申告書（給与のみで確定申告を提出しない納税者用）※２」と源泉徴収票

（住宅借入金等特別控除可能額の金額記載があるもの）を毎年３月１５日（平成２１年は３月１６日）までに

その年の１月１日現在の住所地の市区町村に提出してください。

　　※１、※２の様式（３枚複写）については、香美市役所税務課・香北支所事務管理課・物部支所事務

　　管理課の窓口に置いてあります。

　　☆税額控除（減額）を受けられる年に関しては毎年申告が必要となります。

　減額方法

　申告された年度の市県民税の所得割額から、税源移譲の影響（所得税の税率ダウンによる税額減）で所

得税より控除しきれなくなった部分の住宅借入金等特別控除額を減額します。　　　　

　計算方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

例　平成２０年中の所得税課税標準額１，０００，０００円、①＝８０，０００円の場合

②１，０００，０００円×１０％（平成１８年所得税率）＝１００，０００円　

したがって、①８０，０００円＜②１００，０００円

③１，０００，０００円×５％（平成２０年所得税率）＝５０，０００円

①の金額が②で計算された金額より少ないので、

①－③＝８０，０００円－５０，０００円＝３０，０００円

となり、この金額が平成２１年度市県民税からの控除額となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【問い合わせ先】税務課☎53－3116

　　　個人住民税での住宅ローン控除
（住宅借入金等特別控除に係る減額措置)

平成２１年度市県民税

からの控除額

次の①と②のうち少ない金額の方

①平成２０年中の所得税の住宅借入

金等特別控除限度額

②税源移譲前（平成１８年）の税率で

計算した平成２０年中の所得税額

③税源移譲後（平成２０年）

の税率で計算した平成２０年

中の所得税額
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お　知　ら　せ

　 平成２１年度に特別徴収制度が導入され、平成21年1 0月以降に支払われる年金から公的年金等に係る市県
民税が特別徴収（天引き）となります。

　対 象 者

　次の①から③すべてに該当する方が対象となります。

　　①公的年金（国民年金法による老齢基礎年金、旧国民年金法及び旧厚生年金保険法等による老齢年金等）を受

　　　　給されている６５歳以上の方で、特別徴収される年度の初日（４月１日）に年金が受給される方

　　②課税年度の１月１日以後、引き続き香美市内に住所を有し市県民税が課税される方

　　③年金から介護保険料を特別徴収されている方

　ただし、次に該当される方は除外されます。

　　・老齢基礎年金額等が１８万円未満の方

　　・特別徴収されるべき市県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控　

　　　除した後の老齢基礎年金等の金額を超える方

　特別徴収される税額
　 特別徴収の対象となる税額は、公的年金の年金所得に係る均等割額及び所得割額です。

　　なお、公的年金所得のほかに給与所得があり、給与から市県民税が特別徴収されている方の均等割額は、公的年

金から特別徴収されませんが、所得割額は給与所得に係る税額を差し引いた残りの税額が、公的年金から特別徴収

されます。

　徴収時期

☆平成２１年度と新たに特別徴収の対象となった年度について

　 年度前半の上半期は普通徴収（納付書や口座振替等によりご自分で納付）で、年度後半の下半期（１０月・１２月

・２月）の年金支払い時においては、年税額の１／６ずつを年金から特別徴収されるようになります。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

☆平成２２年度以降について

　 上半期（４月・６月・８月）の年金支払い時においては、前年度の２月に特別徴収した額を仮徴収（天引き）します。

下半期（１０月・１２月・２月）の年金支払い時においては、確定した当該年度の市県民税の年税額から上半期に仮徴

収した額を差し引いた額の１／３ずつを本徴収（天引き）します。

　　　　　　　　　　　　

　計算方法
　
　【問い合わせ先】税務課☎53－3116

　　　市県民税の公的年金からの特別徴収について

　

６月 ８月 １０月 １２月 ２月

年税額の
１／４

年税額の
１／４

年税額の
１／６

年税額の
１／６

年税額の
１／６

普通徴収（上半期） 特別徴収（下半期）

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

前年度の２月に
特別徴収した額

前年度の２月に
特別徴収した額

前年度の２月に
特別徴収した額

年税額から仮徴収額
を控除した金額の

１／３

年税額から仮徴収額
を控除した金額の

１／３

年税額から仮徴収額
を控除した金額の

１／３

仮徴収（上半期） 本徴収（下半期）
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作：山﨑茉紀・宗石真奈
　　（山田高校マンガ部）

　 平成２０年４月３０日に交付された「地方税法等の一部を改

正する法律」により、住民税からの所得控除が廃止となり、寄

附金税額控除となります。所得税については従来どおり所得控

除となり、寄付金額－５，０００円

※控除対象となる寄附金は総所得金額の４０％に相当する金額

　が限度となります。

　住民税については次の①と②の合計額を税額控除とします。

①（寄附金額－５，０００円）×１０％

②（寄附金額－５，０００円）×（９０％－所得税の限界税率）

②の額については住民税所得割額の１割が限度となります。

※対象寄附金は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合

　わせて総所得金額の３０％が上限となります

★税控除を受けるための手続きは、所得税の確定申告または住

民税の申告が必要となり、申告の際には寄附金の領収書または

受領証明書が必要となります。

【問い合わせ先】税務課☎53－3116

 個人住民税の寄附金税制が
大幅に拡充されました

産
業
別
最
低
賃
金
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

高
知
県
電
子
応
用
装
置
、
電

子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
製
造
業
最

低
賃
金
が
名
称
変
更
し
、
金
額

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
し
い
名
称
は
「
高
知
県
電

子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回

路
、
電
子
応
用
装
置
、
映
像
・

音
響
機
械
器
具
製
造
業
最
低
賃

金
」
で
す
。

　

▼
時
間
額　

７
３
０
円

　
高
知
県
内
の
最
低
賃
金
は
、

こ
の
ほ
か
に
、
高
知
県
最
低
賃

金
（
時
間
額
６
３
０
円
）
、
高

知
県
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
業

最
低
賃
金
、
高
知
県
道
路
貨
物

運
送
業
最
低
賃
金
が
あ
り
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
労
働
局
賃
金
室

☎
０
８
８

－

８
８
５

－

6
0
2
4

無
料
労
働
相
談　

　

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で

　
　
　
　

お
悩
み
の
方
へ

     

　

解
雇
や
賃
下
げ
、
労
働
時

間
、
い
じ
め
や
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
職
場
で
の

ト
ラ
ブ
ル
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。
ま
た
、
高
知
労
働
局
と
高

知
県
労
働
委
員
会
で
は
、
あ
っ

せ
ん
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
相
談
窓
口
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
労
働
局
総
合
労
働
相
談
コ

ー
ナ
ー

☎
０
８
８

－

８
８
５

－

6
0
2
7

　
　
　

寄　
　

附

香
美
市
社
会
福
祉
協
議
会

香
北
支
所
へ

大
宮
小
学
校
学
童
農
園
関

係
者
の
み
な
さ
ん
か
ら

　

年
末
に
行
わ
れ
ま
し
た
「
愛

の
も
ち
つ
き
」
に
役
立
て
て
く

だ
さ
い
と
、
も
ち
米
30
キ
ロ
を

３
袋
寄
附
さ
れ
ま
し
た
。

　



市民のひろば

（ 25　） 広　報　か　み 平成21年1月号

香
・
美
・
人
⑳

公
文　

稔
典
さ
ん（
88
歳
）

　　　　　　　　　
（
香
北
町
白
石
）

 　 

香
美
市
の
皆
さ
ん
、
こ
ん
に

ち
は
。
わ
た
し
は
08
年
４
月
か

ら
高
知
工
科
大
学
博
士
課
程
で

国
際
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
研

究
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
私
が

応
援
し
て
い
る
大
関
安
馬
、
改

名
し
て
〝
日
馬
富
士
〞
本
名
〝
ダ

バ
ー
ン
ヤ
ム　

バ
ヤ
ム
バ
ド
リ

ジ
〞
の
家
族
と
モ
ン
ゴ
ル
相
撲

〝
ブ
フ
〞
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

安
馬
は
先
場
所
、
優
勝
に
後
一

歩
で
し
た
が
、
実
は
安
馬
の
い

と
こ
も
モ
ン
ゴ
ル
相
撲
〝
ナ
ー

ダ
ム
〞
で
優
勝
決
定
戦
ま
で
進

み
、
安
馬
の
家
族
と
フ
ァ
ン
は

日
本
と
モ
ン
ゴ
ル
の
両
国
で
の

応
援
で
沸
き
立
っ
て
い
ま
し

た
。
７
月
11
日
か
ら
13
日
に
開

か
れ
る
〝
ナ
ー
ダ
ム
〞
相
撲
大

会
に
は
５
１
２
人
の
力
士
が
参

加
し
、
勝
ち
抜
き
戦
で
９
回
勝

　　

旧
香
北
町
文
化
推
進
協
議
会

結
成
当
時
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
り
、
現
在
も
意
欲
的
に
芸
術

活
動
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
公

文
稔
典
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。

◇　
　

◇　
　

◇

  

《
芸
術
活
動
に
つ
い
て
》

　

公
文
さ
ん
は
協
議
会
の
活
動

の
中
で
、
民
謡
・
三
味
線
の
指

導
を
長
年
に
わ
た
り
行
っ
て
き

ま
し
た
。
「
指
導
を
通
じ
て
お

弟
子
さ
ん
が
１
曲
１
曲
習
得
し

て
い
く
姿
が
励
み
に
な
る
」
と

指
導
の
魅
力
に
つ
い
て
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
指
導
を

行
っ
て
き
た
公
文
さ
ん
ご
自
身

は
三
味
線
の
習
得
に
つ
い
て
は

本
を
読
み
、
独
学
で
学
ん
だ
と

い
う
か
ら
驚
き
で
す
。

《
出
会
い
》　

　

公
文
さ
ん
が
三
味
線
を
弾
く

よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
き
っ

か
け
と
な
る
出
会
い
が
あ
り
ま

し
た
。
当
時
、
公
文
さ
ん
は
在

所
村
第
五
小
学
校
に
通
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
こ
に
在
任
中
の
校

長
先
生
が
文
化
教
育
に
力
を
入

れ
て
い
て
、
発
表
会
を
行
う
機

会
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

の
よ
う
な
環
境
の
中
、
公
文
さ

ん
は
音
楽
で
１
０
５
点
を
取
っ

た
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
１
０

０
点
満
点
中
で
す
の
で
、
当
時

か
ら
そ
の
才
能
が
発
揮
さ
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

　　　　

校
長
先
生
は
公
文
さ
ん
の
近

所
に
住
ん
で
お
り
、
小
学
校
卒

業
後
も
公
文
さ
ん
と
交
流
が
あ

り
ま
し
た
。
永
野
尋
常
高
等
小

学
校
在
学
中
、
校
長
先
生
か
ら

「
安
来
節
を
や
っ
て
お
き
な
さ

い
」
と
勧
め
ら
れ
て
、
そ
れ
が

き
っ
か
け
で
「
民
謡
安
来
節
」

に
力
を
入
れ
て
取
り
組
む
こ
と

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
公
文
さ

ん
の
お
弟
子
さ
ん
は
全
員
「
安

来
節
」
が
で
き
る
よ
う
に
指
導

を
行
っ
た
と
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。

《
現
在
の
活
動
に
つ
い
て
》　

　

老
人
ク
ラ
ブ
・
敬
老
会
な
ど

に
呼
ば
れ
て
、
三
味
線
を
披
露

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
５
年
ほ

ど
前
か
ら
小
学
校
の
頃
を
思
い

出
し
、
水
彩
画
を
始
め
、
さ
ら

に
昨
年
の
春
か
ら
は
、
コ
ー
ラ

ス
を
始
め
て
お
り
、
よ
り
一
層

芸
術
活
動
に
、
励
ん
で
い
ま

す
。
三
味
線
の
指
導
に
つ
い
て

も
、
「
歌
の
歌
え
る
方
で
三
味

線
を
始
め
た
い
方
が
い
れ
ば
後

継
者
に
育
て
上
げ
る
」
と
意
欲

的
で
す
。

　

取
材
中
も
い
き
い
き
と
、
当

時
の
思
い
出
を
語
っ
て
く
れ
た

公
文
さ
ん
の
元
気
の
秘
訣
は
こ

う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　

こ
の
ほ
か
、
公
文
さ
ん
は
登
山

が
趣
味
で
、
78
歳
に
な
る
ま
で
三

嶺
に
、
よ
く
登
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。　

つ
と
優
勝
で
す
。
ナ
ー
ダ
ム
は

モ
ン
ゴ
ル
の
国
を
あ
げ
て
の
お

祭
り
で
す
。
モ
ン
ゴ
ル
相
撲
は

日
本
の
相
撲
と
似
て
お
り
、
ど

ち
ら
も
伝
統
的
な
儀
式
が
あ
り

ま
す
。
日
本
の
番
付
は
西
東
で

す
が
、
モ
ン
ゴ
ル
で
は
左
右
で

す
。
左
の
頭
が
最
高
位
で
す
。

ま
た
土
俵
入
り
の
よ
う
に
モ
ン

ゴ
ル
相
撲
力
士
は
対
戦
前
に
鷹

が
舞
い
降
り
る
よ
う
な
し
ぐ
さ

を
し
ま
す
。
何
百
年
も
変
わ
ら

ず
続
い
て
い
る
伝
統
文
化
で

す
。
安
馬
の
家
族
は
優
れ
た
レ

ス
リ
ン
グ
一
家
で
す
。
父
親
は

モ
ン
ゴ
ル
相
撲
の
〝
ザ
ー
ン
〞

と
い
う
高
い
位
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。
安
馬
の
兄
、
ル
ハ
グ
バ

ド
ル
ジ
は
04
年
に
22
歳
で
〝
ナ

チ
ン
〞
と
い
う
ラ
ン
ク
を
と
り

ま
し
た
。
フ
リ
ー
レ
ス
リ
ン
グ

も
し
て
い
ま
す
。
実
は
わ
た
し

と
高
校
の
同
窓
生
で
す
。
ス
ポ

ー
ツ
万
能
、
成
績
優
秀
、
や
さ

し
く
て
、
弟
の
安
馬
が
日
本
で

有
名
な
く
ら
い
、
お
兄
さ
ん
も

モ
ン
ゴ
ル
の
有
名
ス
ポ
ー
ツ
マ

ン
で
す
。
安
馬
の
叔
父
は
モ
ン

ゴ
ル
国
家
レ
ス
リ
ン
グ
協
会
会

長
で
す
。
08
年
は
安
馬
一
家
に

と
っ
て
最
高
の
年
で
し
た
。
今

年
の
日
馬
富
士
の
活
躍
が
楽
し

み
で
す
。

オ
ヨ
ン
ツ
ァ
ツ
ァ
ラ
ル

（
モ
ン
ゴ
ル
・

　
　
　

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
市
）
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